
　上記の通りＳＤＧｓは国連での採択
からわずか２年で急激に国内外で認知
されるようになりました。日本でも既
に上場企業 社強がＳＤＧｓに関連
した何らかの情報を開示しています。
　しかし開示情報は企業によってまち
まちです。ＳＤＧｓの流行に乗っただ
けで、本質的な解釈が後回しとなって
いる事例も散見されます。
　一例が従来の企業の社会的責任（Ｃ
ＳＲ）活動を、ＳＤＧｓとして説明す
る事例です。ほとんどの企業は働き方
改革の一環として女性活躍を推進し、
社内制度の整備状況を開示していま
す。それを目標５の「ジェンダーの平
等を実現しよう」と関連付け、取り組
みを強調するのです。
　別の例では、社会貢献活動をＳＤＧ
ｓの各目標と関連付けて分類し示す企
業があります。環境問題の配慮は目標
～ 、学生の企業訪問受け入れを目
標４と関連付けるといった具合です。
目標のほとんどに対応する活動を行

っている、とする企業もあります。
　もちろん企業はステークホルダーに
配慮すべきです。活動の一部がＳＤＧ
ｓに関連していれば、企業がアピール
したくなるのは容易に理解できます。
　しかしステークホルダーへの配慮
は、収益機会の獲得など経営の中核で
示す方が効果的です。ＳＤＧｓ達成に
つながる製品やサービスで、業績を拡
大する企業を重視すべきでしょう。
　一方、企業が社会貢献活動などに支
出することで競争力を失い、存続でき
なくなるようだと本末転倒です。存続

が危ぶまれるような企業は、ステーク
ホルダーからも信頼されません。
　存続できないのは極端な場合です
が、その方向に向かっている企業につ
いて海外機関投資家から話を聞くこと
があります。彼らから見て収益性の低
い日本企業の中には、いわゆるＣＳＲ
活動に熱心な企業があり、そのような
企業は〝ｏｖｅｒ－ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ〟とのレッ
テルが貼られます。非財務要因の重視
は結構だが、本業への人的・金銭的資
源投入がおろそかだ、と判断されるの
です。

　ステークホルダーへの配慮は、イン
ベストメント・チェーンの観点からも
重要です。金融庁は 年３月に公表し
た「顧客本位の業務運営に関する原則」
で、金融事業者はインベストメント・
チェーンの最終受益者を念頭においた
業務運営の重要性を強調しました。
　金融事業者に限らず、企業も株主を
念頭に置いた業務運営が必要です。年
金基金など機関投資家の存在感が増し
ていますが、機関投資家の最終受益者
が結果的に企業のステークホルダーに
なり得る点に留意すべきです。
　株主と、その他のステークホルダー
を明確に分けることは困難です。直接
の株主は年金基金でも、背後で投資リ
ターンを受け取る最終受益者は、自社
が配慮すべきステークホルダーと同じ
可能性があります。ＳＤＧｓはブーム
の様相が強いですが、必要以上に踊ら
されず、企業が本業を通じた社会課題
解決をどこまで行っているのか、再認
識すべきでしょう。

　 年９月に、国連総会で持続可能
な開発目標（ＳＤＧｓ）が採択されま
した。ＳＤＧｓには の目標と、 の
ターゲットがあります。 年から始ま
ったミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）
が 年に期限を迎え、その後継として
年を期限とするＳＤＧｓが作成され
ました。
　ＭＤＧｓが発展途上国の社会問題に
重点を置いていた一方、ＳＤＧｓは環
境・社会両面のバランスが取れ、先進
国の問題も包括的にとらえています。
民間資金の重要性を強調している点
も、ＭＤＧｓにはなかった特徴です。
　国内では内閣総理大臣を本部長、内
閣官房長官および外務大臣を副本部
長、このほかの国務大臣を構成員とす
るＳＤＧｓ推進本部が 年５月に設
置。初回会合で①中東・北アフリカの安
定化、②国際保健、③女性の活躍推進の
分野で具体的な貢献策を示しました。
　同年 月の第２回会合では、国内外
の取り組みを省庁横断的に総括し、ビ
ジョンと８つの優先課題等を示したＳ
ＤＧｓ実施指針を示しました。 年６
月の第３回会合では、翌７月の国連ハ

イレベル政治フォーラム（ＨＬＰＦ）
を控え、企業や団体等の先駆的な取り
組みを表彰する、ジャパンＳＤＧｓア
ワードの創設を決めました。
　また行政や非政府組織（ＮＧＯ）な
どの関係者により、ＳＤＧｓ実施指針

の策定や取り組みの確認、指針の見直
しを目的とするＳＤＧｓ推進円卓会議
も設置。既に会合を３回開きました。
　民間団体で、動向が注目されるのは
日本証券業協会です。 年７月の定例
記者会見では、会長諮問機関として「証

券業界におけるＳＤＧｓの推進に関す
る懇談会（仮称）」および分科会の設
置に言及しました。
　海外でもＳＤＧｓ採択に伴い、金融
業界で具体的な動きが出ています。英
国のＮＧＯ、ＳｈａｒｅＡｃｔｉｏｎは 年３月
に英国投資家の意識調査結果をいち早
く公表しました。同年４月、 月には
株価指数提供会社であるＭＳＣＩとＳ
ｏｌａｃｔｉｖｅが、ＳＤＧｓの取り組みに優
れた銘柄で構成した株価指数をそれぞ
れ公表しています。また世界銀行は、
年３月に先述のＳｏｌａｃｔｉｖｅの株価指

数にパフォーマンスが連動する債券を
発行。ＳＤＧｓ達成貢献企業を後押し
する姿勢を示しました。
　さらに国連環境計画金融イニシアテ
ィブ（ＵＮＥＰ　ＦＩ）傘下のポジテ
ィブ・インパクト・ワーキンググルー
プは、 年１月にポジティブ・インパ
クト・ファイナンス原則を公表してい
ます。原則は①定義、②フレームワー
ク、③透明性、④評価から成り、ＳＤ
Ｇｓ達成に必要な年５兆～７兆㌦の投
資を引き出すためのフレームワークと
して期待されています。
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くろだ・かずたか　 年、青山学院大
学経済学部卒業後、岡三証券、ＥＩＲＩ
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年に日本総研入社。ＥＳＧリサーチセ
ンターで、株式運用のための非財務面の
企業評価業務などに従事。 歳。


